
「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 112,013 千円 の内数

29年度予算額： 43,034 千円

28年度歳出予算現額※1 39,094 千円
28年度決算額： 33,291 千円

使用割合： 85.2 ％

○

－

通し番号  115 

その他（具体的に）

　②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対
策」に基づく施策の推進
　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
（平成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関
する関係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態把握や
取締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化等
の施策を総合的に推進する。

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

消費生活に関する制度の企画・立案・推進

   消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な施策等のうち、消費生活に関する
制度を企画・立案・推進することにより、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営
むことができる社会の実現に資することを目的とする。
   消費者の利益擁護を図るための消費者契約に関する包括的な民事ルールである消
費者契約法の見直しを実施する。
　また、不当な勧誘等による消費者トラブルの未然防止･拡大防止及び被害回復を図る
ため、内閣総理大臣が認定した消費者団体が消費者に代わって訴訟などをすることが
できる消費者団体訴訟制度の推進を実施する。

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

機構定員要求

－
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該当施策概要

分野
－大
項目

７－１

分野
－大
項目

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る平
成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づく
平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

消費者庁

消費者制度課
担当府省・担当課

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

   ＡＶ出演強要問題に関し、被害者が締結している契約が消費者契約に該当する場合
は、消費者契約法において、例えば、退去を妨害して勧誘を続ける等第４条に該当する
不当な勧誘が行われた場合は、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り
消すことができることや、不当に高い違約金を定める等第８条から第10条に該当する不
当な契約条項については無効であること等について、業界関係者に対して、周知を行
う。
　また、これに関し、事業者により不当な勧誘等がなされている場合には、内閣総理大
臣の認定を受けた適格消費者団体が不当な勧誘等に対して実効的に差止請求ができ
るよう、環境整備を図る。

（平成30年度予算概算要求等）
　・消費者団体訴訟制度の担い手を支援する補助金を新規に要求。
　・消費者団体訴訟制度の推進に関し、業務を行う担当の定員要求（新たに補佐１名、
係長１名及び係員１名の増員）を行う。

４－３

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

─

─

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野
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【
成
立
】
消
費
者
契
約
に
関
す
る
包
括
的
な
民
事
ル
ー
ル
と
し
て
平
成
12
年
５
月
に
成
立
（
平
成
13
年
４
月
施
行
）

【
平
成
18
年
改
正
】
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
制
度
（
消
費
者
団
体
訴
訟
制
度
）
を
導
入
（
平
成
1
9
年
６
月
施
行
）

【
平
成
20
年
改
正
】
差
止
請
求
の
対
象
を
景
品
表
示
法
上
の
不
当
表
示
及
び
特
定
商
取
引
法
上
の
不
当
行
為
に
拡
大
（
景
表
法
関

連
は
平
成
2
1
年
４
月
施
行
、
特
商
法
関
連
規
定
は
平
成
21
年

1
2
月
施
行
）

（
※

）
食

品
表

示
法

の
制

定
に

よ
り

、
差

止
請

求
の

対
象

を
食

品
表

示
法

上
の

不
当

表
示

に
拡

大
（

平
成

27
年

４
月

施
行

）
【
平
成
28
年
改
正
】
過
量
契
約
の
取
消
し
や
、
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項
の
無
効
の
規
定
を
設
け
る
な
ど
、
取
消
し

・
無
効
に
関
す
る
民
事
ル
ー
ル
を
改
正
（
平
成
29
年
６
月
施
行
）

●
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情

報
の

質
及

び
量

並
び

に
交

渉
力

の
格

差
に
鑑
み
、

契
約

の
取

消
し

及
び

契
約

条
項

の
無

効
等

に
つ
い
て
規
定
（
民
法
の
特
別
法
）

●
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
（
＝
消

費
者

契
約

）
で
あ
れ
ば
、
労
働
契
約
以
外
の
あ

ら
ゆ

る
契

約
が

対
象

【
不

当
な

勧
誘

】
→

 
取

消
し

・
不
実
告
知
（
第
４
条
第
１
項
第
１
号
）

・
断
定
的
判
断
の
提
供
（
第
４
条
第
１
項
第
２
号
）

・
不
利
益
事
実
の
不
告
知
（
第
４
条
第
２
項
）

・
不
退
去
（
第
４
条
第
３
項
第
１
号
）

・
退
去
妨
害
（
第
４
条
第
３
項
第
２
号
）

・
過
量
契
約
（
第
４
条
第
４
項
）

【
消

費
者

団
体

訴
訟

制
度

】
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
適
格
消
費
者
団
体
は
、
消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
・
拡
大
防
止
を
図
る
観
点
か
ら
、
事

業
者
の
不
当
な
行
為
に
関
し
、
差
止
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
※

）
適

格
消

費
者

団
体

は
、

全
国

に
1
6
団

体
。

こ
れ

ま
で

に
計

4
6
件

の
差

止
請

求
訴

訟
を

提
起

す
る

な
ど

差
止

請
求

権
を

行
使

（
平

成
2
9
年

５
月

3
1
日

現
在

）

立
法

及
び

改
正

の
経

緯

内
容

【
不

当
な

契
約

条
項

】
→

 
無

効
・
事
業
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
除
す
る
条
項
（
第
８
条
）

・
消
費
者
の
解
除
権
を
放
棄
さ
せ
る
条
項
（
第
８
条
の
２
）

・
消
費
者
が
支
払
う
損
害
賠
償
の
額
を
予
定
す
る
条
項
等
（
第
９
条
）

・
消
費
者
の
利
益
を
一
方
的
に
害
す
る
条
項
（
第
1
0条

）
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適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
⽌
め
（
イメ
ー
ジ
）

適 格 消 費 者 団 体 に よ る

裁 判 外 の 交 渉

適 格 消 費 者 団 体 に よ る

書 ⾯ で の 事 前 請 求

消
費
者
被

害
の

発
生

判 決

( 敗 訴)

判 決

( 勝 訴)

裁 判 外 の

和 解

事
業
者
に
よ
る
業
務
改
善

適 格 消 費 者 団 体 に よ る

訴 え 提 起
裁 判 上 の

和 解
停
⽌
、予

防
（
当
該
不
当

⾏
為
を
して
は
な
らな
い
、当

該
不
当
条
項
を
内
容
とす

る
契
約
を
締
結
して
は
な
ら

な
い
。）

等

差
⽌
め
の

内
容

事
業
者
が
不
特
定
か
つ
多
数
の
消
費
者

に
対
し
消
費
者
契
約
法
等
に
違
反
す
る

不
当
な
⾏
為
を
現
に
⾏
い
、⼜

は
、⾏

う
お
それ

が
あ
る
とき
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下
位
法
令
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等

・
政

令
（
施

行
令

）
・
内

閣
府

令
（
施

行
規

則
）

・
最

高
裁

判
所

規
則

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

等

概
要

背
景

通 常 の 訴 訟

消 費 者 へ の 通 知 ・ 公 告 （※ ）

（ 団 体 へ の 授 権 ）

消 費 者 の 加 入

簡 易 確 定 決 定 （ 金 額 等 ）

【
団

体
】

【
消

費
者

】
【
裁

判
所

】

（ 特 定 適 格 消 費 者 団 体 ）

訴 え を 提 起

共 通 義 務 に 関 す る 審 理

認 容 判 決

和 解 等

棄 却 判 決 等

二
段

階
目

の
手

続
：
個

別
の
消

費
者
の

債
権
確

定
手
続

異 議 が あ る 場 合

一
段

階
目

の
手

続
：
共

通
義
務

確
認
訴

訟

対
象

と
な
る
事

案

消
費
者
契
約
に
関
す
る
金
銭
支
払
義
務
の
う
ち
以
下
の
も
の

二
段

階
型

の
訴

訟
制

度
：

一
段

階
目
：
事
業
者
の

共
通

義
務

を
確
認

（
金

銭
支
払
義
務
）

二
段

階
目
：
個
別
消
費

者
の

債
権

を
確

定
（
誰

に
、
い
く
ら
支
払
う
か
）

仮
差

押
え
：
特

定
適
格
消
費
者
団
体
は
、
強
制
執
行
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
な
ど
に
、
対
象
債
権
の
総
額
の
範
囲
で
、
仮
差
押
命
令
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
契
約
上
の
債
務
の
履
行
の
請
求

②
不
当
利
得
に
係
る
請
求

③
契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求

④
瑕
疵
担
保
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求

⑤
不
法
行
為
に
基
づ
く
民
法
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求

適
格

消
費

者
団
体

（
消

費
者

契
約

法
に
基

づ
き
差

止
請

求
権

を
行
使
。
現

在
全

国
１
６
団

体
）
か
ら
新
た
な
認
定
要
件
を
満

た
す
者
を
内
閣
総
理

大
臣
が
認
定
。

【
新
た
な
認
定

要
件
】

・
差
止
関

係
業

務
を
相

当
期

間
継

続
し
て
適

正
に
行

っ
て
い
る

・
弁
護
士
を
理

事
と
し
て
選

任
・
費

用
・
報

酬
等

の
額

又
は
算

定
方

法
が
消

費
者

の
利

益
の

擁
護
の
見

地
か
ら
不

当
な
も
の

で
な
い

等

【
責

務
規

定
・
行

為
規

範
】

・
濫

訴
等

の
禁

止
・
弁

護
士

に
追

行
さ
せ

る
義

務
・
個

人
情

報
の
適

正
な
管

理
・
財

産
上

の
利

益
の
受

領
禁

止
・
内

閣
総
理

大
臣
（
消

費
者

庁
）
に
よ
る
監

督
の
対

象
等

（
適

合
命
令
・
改
善
命
令
、
特
定
認
定
の
取
消
し
な
ど
）

○
諸

外
国

の
制

度
の

長
所

・
短

所
を

検
討

し
我

が
国

に
適

し
た

新
し

い
訴

訟
制

度
を

創
設

特
定

適
格

消
費

者
団

体
（
現

在
２
団

体
※

）

○
消

費
者

被
害

で
は
同

種
被

害
が

多
発

○
訴

訟
に
よ
る
被

害
回

復
は
困

難
（
泣
き
寝
入
り
）

・
事

業
者

と
消

費
者
と
の
間
の
構

造
的

格
差

（情
報
量
・交

渉
力
等
）

・
訴

訟
に
要

す
る
費

用
・
労

力

判 決 の 効 力

（ 判 決 に 不 服 が あ れ ば 上 訴 ）

※
い

わ
ゆ

る
拡
大
損
害
、
逸
失
利
益
、
人
身
損
害
、
慰
謝
料
を
除
く

※
本
法
律
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
契
約
に
関
す
る
も
の
を
除
く

○
こ
れ
ま
で
泣

き
寝

入
り
し
て
き
た
消

費
者

被
害

の
回

復
が
可
能
に

○
個
々
の
消
費
者
が
多
く
の
手
続
を
行

う
こ
と
な
く
、
消

費
者

団
体

の
持

つ
専

門
的

な
知

識
や

交
渉

力
を
活

用
す
る

こ
と
が
可
能

○
紛

争
の
一

回
的

解
決

を
図
る
こ
と
が

で
き
る

新
し
い
訴

訟
制

度
の

メ
リ
ッ
ト

※
特
定
適
格
消
費
者
団
体
が
対
象
と
な
る
消
費
者
に
対
し
、
書
面
等
で
個
別
に
通
知
、
相
当
な
方
法
に
よ
り
公
告
（イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
も
可
）

平
成

2
8
年

10
月

１
日

施
行

※
消

費
者

の
財

産
的

被
害

の
集

団
的

な
回

復
の
た
め
の
民

事
の
裁

判
手

続
の
特

例
に
関

す
る
法

律
（
平

成
二

十
五

年
法

律
第

九
十

六
号

）

※
消

費
者

機
構

日
本

、
消

費
者

支
援

機
構

関
西

（
同

時
期

に
フ

ラ
ン

ス
に

お
い

て
も

類
似

の
制

度
）
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（
平
成
2
9
年
６
月
時
点
）

京
都

消
費

者
契

約
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ひ
ょ
う
ご
消

費
者

ネ
ッ
ト

消
費

者
ネ
ッ
ト
広

島

消
費
者
支
援
ネ
ッ
ト

く
ま
も
と

消
費
者
支
援
ネ
ッ
ト

北
海

道

埼
玉

消
費

者
被

害
を
な
く
す
会

特
定

適
格

消
費

者
団

体

消
費

者
機

構
日

本

全
国
消
費
生
活
相
談
員

協
会

消
費
者
被
害
防
止

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
東
海

大
分
県
消
費
者
問
題

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

消
費
者
支
援
機
構
福
岡

特
定

適
格
消
費
者
団
体

消
費
者
支
援
機
構
関
西

消
費

者
ネ
ッ
ト
お
か

や
ま

佐
賀

消
費

者
フ
ォ
ー
ラ
ム

※
適

格
消

費
者

団
体

は
全

国
に
１
６
団

体
。

※
適

格
消

費
者

団
体

の
中

か
ら
認

定
さ
れ

る
特

定
適

格
消

費
者

団
体

（
青

色
）
は

全
国

に
２
団

体
（
消

費
者

機
構

日
本

、
消

費
者

支
援

機
構

関
西

）
。

消
費
者
市
民
ネ
ッ
ト

と
う
ほ

く

消
費

者
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

い
し
か
わ
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「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所

大項目 Ⅱ

中項目 1

小項目 (2)

細項目
②

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

－

－

○

30年度要求予算額： 1,000,000 千円 の内数

29年度予算額： - 千円

28年度歳出予算現額※ - 千円
28年度決算額： - 千円

使用割合： - ％

○

－

通し番号  116 

機構定員要求

－

Ⅱ　女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算

その他（具体的に）

　②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対
策」に基づく施策の推進
　「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今後の対策」
（平成29年５月19日いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「ＪＫビジネス」問題等に関
する関係府省対策会議決定）に基づき、こうした問題の根絶に向け、更なる実態把握
や取締り等の強化、教育・啓発の強化、相談体制の充実、保護・自立支援の取組強化
等の施策を総合的に推進する。

（２）若年層を対象とした性的な暴力の根絶

１．女性に対するあらゆる暴力の根絶

地方消費者行政推進事業

　どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制を全国的に整備する
ため、消費者行政の「現場」である地方公共団体が行う消費者の安全・安心確保に向
けた取組を強力かつ安定的に支援してきたところ。
　今後は、消費生活を取り巻く環境が年々変化していることに伴い、消費者問題は多
種多様に複雑化していることを踏まえ、特に従来の体制では対応できない国として解
決すべき消費者行政の課題に意欲的に取り組む地方公共団体の取組を支援する。
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該当施策概要

分野
－大
項目

７－１

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

　ＡＶ出演強要問題に関して円滑に消費生活相談を受けられるよう、対応できる相談体
制の整備（職員・相談員研修等の充実）などに積極的に取り組む地方公共団体を支援
する。

（平成３0年度予算概算要求等）
　・地方消費者行政強化交付金（仮称）を新規に要求。
　・交付金担当の定員要求（新たに係員２名の増員）を行う。

８－２

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

─

─

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係る
平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基づ
く平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

消費者庁

消費者教育・地方協力課
担当府省・担当課
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ギ
ャ
ン
ブ
ル

依
存

症
等

対
策


Ａ
Ｖ
出
演
強
要
問
題


成
年
年
齢
の
引
下
げ


軽
減
税
率
の
導
入

等

国
の

政
策

推
進

等
へ

の
対

応
国

の
政

策
推

進
等

へ
の

対
応

（
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
の

機
能

の
維

持
・
充

実
）

○
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
国
の
政
策
推
進
等
へ
の
対

応
力

を
強

化


国
が
指
定
す
る
研
修
へ
の
参
加


小
規
模
自
治
体
の
相
談
体
制
維
持
の
た
め
の
支
援

（消
費
生
活
相
談
員
資
格
、
研
修
参
加
を
義
務
）

（
国

と
し
て
取

組
む
べ

き
重

要
消

費
者

政
策

へ
の

取
組

）

○
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
国
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
重
要

な
消
費
者
政
策
の
推
進
。

⇒
中
期
的
・
計
画
的
な
取
組
を
支
援

・
複

数
年

（
３
年

程
度

）
の

取
組

・
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル

に
よ
る
進

捗
管

理

※
補

助
率

は
、
１
／

２
を
想

定

地
方

公
共

団
体

へ
の

支
援

地
方

公
共

団
体

へ
の

支
援

○
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
へ

の
対

応
・
倫
理
的
消
費
、
消
費
者
志
向
経
営
、
食
品
ロ
ス
の
削
減

・
消
費
者
安
全
確
保
地
域
協
議
会
の
設
立

○
若
年
者
へ
の
消
費
者
教
育
の
推
進

○
訪
日
・
在
日
外
国
人
向
け
相
談
窓
口
の
整
備

○
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
法
執
行
の
強
化

○
風
評
被
害
防
止
の
た
め
の
取
組

等

国
と
し
て
取
組
む
べ
き
重
要
消
費
者
政
策
等

国
と
し
て
取
組
む
べ
き
重
要
消
費
者
政
策
等

地
方

消
費

者
行

政
強

化
交

付
金

趣
旨

＜
国

の
政

策
推

進
等

へ
の

対
応

を
担

う
消

費
生

活
セ
ン
タ
ー
＞


国
の
政
策
に
よ
る
制
度
変
更
等
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
を
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
が
消
費
者
に
提
供

⇒
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
機
能
の
維
持
・
充
実
が
必
要

＜
国

と
し
て
取

組
む
べ

き
重

要
消

費
者

政
策

に
対

す
る
取

組
＞


国
と
し
て
取
組
む
べ
き
重
要
な
消
費
者
政
策
の
推
進
の
た

め
、
積
極
的
に
取
組
む
地
方
公
共
団
体
を
支

援

平
成

30
年
度
概
算
要
求
額

10
億

円
【
優

先
課

題
推

進
枠

】
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